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高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準
ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準　追補版
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登録番号（5）68令和６年２月

2021年版

　高齢者、障害者等をはじめ誰もが利用しやすいバリアフリー建築物であることを情報
提供することにより、施設利用が促進される効果が期待できます。

　バリアフリー化によって床面積が大きくなった分は、容積率算定の
基礎となる延べ面積から除くことができます（容積不算入措置）。

【容積緩和の対象】
廊下等、階段、傾斜路、便所、駐車場、劇場等の客席

※バリアフリー法第17条認定を受けた建物は、建築基準法第52条14項に基づき、宿泊施設の一般客室内の浴室等及び
便所についても緩和を受けることができます。

表紙の絵　「建築物バリアフリーパンフレット」表紙絵画コンクール　最優秀賞（小学生の部）
墨田区立錦糸小学校６年　平沼　巧さん

題名「ファーストステップ～知る～」



※バリアフリー法施行令で特別特定建築物に定めている公立小学校等及び建築物バリアフリー条例で追加した特
別特定建築物については、法又は条例の条文中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者
等が利用する」は「多数の者が利用する」と読み替えます。

　

律法るす関に進促の化滑円の等動移の等者害障、者齢高 ： 法ーリフアリバ
例条るす関に備整の物築建いすやし用利が等者害障、者齢高 ： 例条ーリフアリバ物築建

部分が対象 

　

 

 

 

 

 

　バリアフリー法で定める特別特定建築物（不特定多数又は主として高齢者、障害者等が利用する建築

物等）に加え、共同住宅や学校等の特定建築物（多数の者が利用する建築物）にもバリアフリー化を義

務付けています。

主に「不特定多数又は主として高齢者、
障害者等が利用する」 部分が対象

　バリアフリー法及び建築物バリアフリー条例（以下「建築物バリアフリー条例等」という。）により、バリアフリー

化が義務付けられる建築物の用途と規模は下表のとおりです。該当する特別特定建築物を新築、増築、改築、用途変更

しようとする場合、原則として建築基準法に基づく確認申請や中間・完了検査時に審査を受けます。

　増築、改築、用途変更（以下「増築等」という。）については、増築等に係る部分の床面積の合計を持って、規模の

判断をします。

の２
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階段の上下端、傾斜路の上端に点状ブロック等の敷設（視）

各住戸

　

　

：

授乳室

　

　バリアフリー化が義務付けられる建築物は、出入口、

廊下、エレベーター、便所などの建築物特定施設をバ

リアフリー法施行令及び建築物バリアフリー条例で定

める整備基準に適合させなければなりません。

　整備基準には、建築物全体に係る一般基準と移動等

円滑化経路（共同住宅では特定経路、ホテル又は旅館

では宿泊者特定経路）に係る基準があります。
（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/machizukuri/bfree/index.html）

　・（客室総数50以上の場合）車椅子使用者用客室を総客室数の1%以上設置
　　　客室出入口　：出入口幅85cm以上
　　　便所、浴室等：出入口幅80cm以上
　　　　　　　　　　手すり等を適切に配置、十分な空間の確保
　・一般客室（車椅子使用者用客室以外の全ての客室）
　　　客室出入口　：出入口幅80cm以上
　　　便所・浴室等：出入口幅75cm以上（客室面積15㎡未満:70cm以上）
　　　　　　　　　　出入口前の通路幅100cm以上（客室面積15㎡未満:80cm以上）
　　　脱衣室・洗面室等：出入口幅100cm以上（客室面積15㎡未満:80cm以上）
　　　客室内に段差を設けない

付近に利用居室までの経路を示す
誘導表示　など

　
高さが75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場
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」「 ＋ 」「

　

　　

　
　　
　

各住戸

　

　　

整 備 基 準 の 概 要（ 共 同 住 宅・宿 泊 施 設 ）
　建築物バリアフリー条例により、延べ面積2,000㎡以上の共同住宅及び延べ面積1,000㎡以上のホテル又は旅館は、
バリアフリー化が義務付けられています。
　その場合、道路等から各住戸を結ぶ一つ以上の経路を特定経路として、道等から車椅子使用者用客室以外の全ての客室
（以下「一般客室」という。）を結ぶ一つ以上の経路を宿泊者特定経路として、それぞれ整備する必要があります。
　また、集会室や車椅子使用者用客室などの利用居室、車椅子使用者用便房や車椅子使用者用駐車施設を設ける場合は、
他の建築物と同様に移動等円滑化経路の整備も必要になります。

特定経路・宿泊者特定経路の考え方
　道路等から各住戸・各一般客室を結ぶ一つ以上の経路をいい、出入口、廊下等、傾斜路、エレベーター、敷
地内の通路は、一般基準に加えて、別段の整備基準に適合しなければなりません。移動等円滑化経路と考え
方は似ていますが、求められる寸法等が異なっています。

●住戸
⇒特定経路になります。

●一般客室
⇒宿泊者特定経路になります。

●利用居室
（集会室、車椅子使用者用客室等）
⇒移動等円滑化経路になります。

各住戸
各客室 特定経路・

宿泊者特定経路

宿泊者特定経路
階段又は段を設けない

※ただし、特定経路の基準を満たした
傾斜路、エレベーター等を併設する
場合は、その限りではありません。

　特定経路及び宿泊者特定経路に係る
整備基準を抜粋して記載しています。
　便所、駐車場その他の建築物特定施
設については、他の建築物と同様の基
準に適合させることが必要です。

　建築物バリアフリー条例等の対象となる建築物を新築、増築、改築、用途変更しようとする際には、原則として建

築基準法に基づく確認申請や中間・完了検査時に審査を受けます。

　福祉のまちづくり条例の対象となる建築物の新築、増築、改築、用途変更のほか、大規模の修繕、大規模の模様替

をしようとする際には、区市町村への届出が必要です。ただし、建築物バリアフリー条例の対象として確認申請の審

査を受ける場合については、「観覧席・客席」及び「公共的通路」の整備項目を除き、届出が免除されます。

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

出入口

住戸
（客室）

集会室
（車椅子使用者用客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）



   

」「 ＋ 」「

　

　　

　
　　
　

各住戸

　

　　

整 備 基 準 の 概 要（ 共 同 住 宅・宿 泊 施 設 ）
　建築物バリアフリー条例により、延べ面積2,000㎡以上の共同住宅及び延べ面積1,000㎡以上のホテル又は旅館は、
バリアフリー化が義務付けられています。
　その場合、道路等から各住戸を結ぶ一つ以上の経路を特定経路として、道等から車椅子使用者用客室以外の全ての客室
（以下「一般客室」という。）を結ぶ一つ以上の経路を宿泊者特定経路として、それぞれ整備する必要があります。
　また、集会室や車椅子使用者用客室などの利用居室、車椅子使用者用便房や車椅子使用者用駐車施設を設ける場合は、
他の建築物と同様に移動等円滑化経路の整備も必要になります。

特定経路・宿泊者特定経路の考え方
　道路等から各住戸・各一般客室を結ぶ一つ以上の経路をいい、出入口、廊下等、傾斜路、エレベーター、敷
地内の通路は、一般基準に加えて、別段の整備基準に適合しなければなりません。移動等円滑化経路と考え
方は似ていますが、求められる寸法等が異なっています。

●住戸
⇒特定経路になります。

●一般客室
⇒宿泊者特定経路になります。

●利用居室
（集会室、車椅子使用者用客室等）
⇒移動等円滑化経路になります。

各住戸
各客室 特定経路・

宿泊者特定経路

宿泊者特定経路
階段又は段を設けない

※ただし、特定経路の基準を満たした
傾斜路、エレベーター等を併設する
場合は、その限りではありません。

　特定経路及び宿泊者特定経路に係る
整備基準を抜粋して記載しています。
　便所、駐車場その他の建築物特定施
設については、他の建築物と同様の基
準に適合させることが必要です。

　建築物バリアフリー条例等の対象となる建築物を新築、増築、改築、用途変更しようとする際には、原則として建

築基準法に基づく確認申請や中間・完了検査時に審査を受けます。

　福祉のまちづくり条例の対象となる建築物の新築、増築、改築、用途変更のほか、大規模の修繕、大規模の模様替

をしようとする際には、区市町村への届出が必要です。ただし、建築物バリアフリー条例の対象として確認申請の審

査を受ける場合については、「観覧席・客席」及び「公共的通路」の整備項目を除き、届出が免除されます。

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）

出入口

住戸
（客室）

集会室
（車椅子使用者用客室）

住戸
（客室）

住戸
（客室）



）側南階3舎庁本二第（1

1ページ8ページ

（https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual.html）

高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準
ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準　追補版
（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html）

登録番号（5）68令和６年２月

2021年版

　高齢者、障害者等をはじめ誰もが利用しやすいバリアフリー建築物であることを情報
提供することにより、施設利用が促進される効果が期待できます。

　バリアフリー化によって床面積が大きくなった分は、容積率算定の
基礎となる延べ面積から除くことができます（容積不算入措置）。

【容積緩和の対象】
廊下等、階段、傾斜路、便所、駐車場、劇場等の客席

※バリアフリー法第17条認定を受けた建物は、建築基準法第52条14項に基づき、宿泊施設の一般客室内の浴室等及び
便所についても緩和を受けることができます。

表紙の絵　「建築物バリアフリーパンフレット」表紙絵画コンクール　最優秀賞（小学生の部）
墨田区立錦糸小学校６年　平沼　巧さん

題名「ファーストステップ～知る～」


